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群馬県後期高齢者医療広域連合
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（
３
）
制
度
の
運
営

　
制
度
の
運
営
は
、
群
馬
県
内
の
全
て
の
市
町
村
で
構
成
す
る
「
群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
「
市
町
村
」
が
役
割
を
分
担
し
て
行
い
ま
す
。

事
務
の
分
担

市
町
村

広
域
連
合

（
２
）
財
源
構
成

　
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
に
つ
い
て
、
患
者
負
担
を
除
い
た
部
分
を
「
公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
）
約
５
割
」
、
「
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金
（
国
民
健
康
保
険
や

被
用
者
保
険
（
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
）
約
４
割
」
、
「
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
約
１
割
」
で
負
担
し
て
い
ま
す
。

＜
診
療
費
：
１
万
円
＞

現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金

公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
）

※
例
・
・
・
Aさ

ん
（
1割

負
担
）
が
、
診
療
所
で
１
万
円
の
診
療
を
受
け
た
場
合

１
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

（
１
）
制
度
の
仕
組
み

　
急
速
な
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
高
齢
者
の
医
療
費
が
増
え
る
中
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確
に
し
、
公
平
で
分
か
り
や
す
い
制
度
と
す
る
た
め
、

７
５
歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人
は
６
５
歳
）
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
平
成
２
０
年
４
月
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
と

同
様
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

患
者
負
担
は
一
般
が
1割

又
は
2割

、
現
役
並
み
所
得
者
が
3割

で
す
。

加
入
す
る
全
て
の
方
が
保
険
料
を
負
担
し
ま
す
。

1



[歳
　

　
入

]
（
単

位
：
千

円
）

[歳
　

　
出

]
（
単

位
：
千

円
）

増
減

率
（
％

）
増

減
率

（
％

）

-
2
2
.3

皆
増

4
,5

3
1
.8

△
 0

.3

9
.9

4
.3

3
.6

■
被

保
険

者
数

の
推

移
（
各

年
度

末
数

）
■

一
人

当
た

り
保

険
給

付
費

■
保

険
料

の
収

納
率

の
推

移
■

後
期

高
齢

者
医

療
給

付
費

等
準

備
基

金
　

残
高

の
推

移
（
翌

年
度

７
月

末
現

在
）

■
決

算
の

概
要

＜
総

括
＞

「
歳

入
歳

出
差

引
は

6
,9

0
7
,2

9
9
千

円
と

な
っ

た
（
前

年
度

比
+
3
9
.4

%
）
。

ま
た

、
保

険
給

付
費

の
伸

び
に

対
し

て
財

源
補

て
ん

す
る

準
備

基
金

残
高

は
+
7
3
9
,3

7
0
千

円
（
+
9
.8

％
）
と

な
っ

た
。

＜
歳

入
の

特
徴

＞
・
前

年
度

と
比

べ
て

、
国

県
市

町
村

の
公

費
負

担
及

び
支

払
基

金
交

付
金

が
増

加
し

た
。

⇒
歳

出
の

保
険

給
付

費
が

増
加

し
た

こ
と

に
よ

る
。

・
保

険
料

の
伸

び
（
+
1
5
.2

％
）
＞

被
保

険
者

数
の

伸
び

（
+
2
.9

％
）

＜
歳

出
の

特
徴

＞
・
保

険
給

付
費

の
伸

び
（
+
3
.5

％
）
＞

被
保

険
者

数
の

伸
び

（
+
2
.9

％
）

⇒
団

塊
の

世
代

の
加

入
に

よ
る

被
保

険
者

数
の

増
に

加
え

、
一

人
当

た
り

保
険

給
付

費
が

前
年

度
比

＋
4
,6

2
2
円

（
+
0
.6

％
）
と

な
っ

た
。

7
3
9
,3

7
0

9
.8

滞
納

繰
越

分
3
7
.2

3
%

3
4
.1

7
%

△
 3

.0
6
%

現
  

年
  

分
9
9
.6

5
%

9
9
.5

7
%

△
 0

.0
8
%

基
金

残
高

7
,5

5
1
,4

4
7

8
,2

9
0
,8

1
7

R
6

差
引

増
減

率
（
％

）

被
保

険
者

数
3
2
1
,1

7
1

3
3
0
,3

7
0

9
,1

9
9

2
.9

一
人

あ
た

り
保

険
給

付
費

7
9
5
,9

5
3

8
0
0
,5

7
6

4
,6

2
2

0
.6

年
　

　
度

R
5

R
6

差
引

年
度

R
5

（
単

位
：
千

円
）

3
9
.4

（
単

位
：
人

）
（
単

位
：
円

）

年
　

　
度

R
5

R
6

差
引

増
減

率
（
％

）
増

減
率

（
％

）
年

度
R

5
R

6
差

引

2
6
9
,9

3
1
,1

2
2

9
,4

0
2
,0

4
1

歳
入

歳
出

差
引

4
,9

5
5
,0

7
8

6
,9

0
7
,2

9
9

1
,9

5
2
,2

2
1

合
　

　
計

2
6
5
,4

8
4
,1

5
9

2
7
6
,8

3
8
,4

2
1

1
1
,3

5
4
,2

6
2

合
　

　
計

2
6
0
,5

2
9
,0

8
1

事
務

費
総

務
管

理
費

　
　

人
件

費
、

通
信

運
搬

費
等

6
5
2
,0

9
3

1
,1

4
9
,3

5
6

4
9
7
,2

6
3

7
6
.3

市
町

村
事

務
費

負
担

金
9
6
1
,0

5
0

8
0
7
,0

6
9

△
 1

5
3
,9

8
1

△
 1

6
.0

2
,4

9
8
,2

7
1

△
 3

0
9
,0

5
2

△
 1

1
.0

諸
収

入
等

（
財

産
収

入
、

諸
収

入
）

2
6
1
,6

9
7

2
8
7
,6

7
5

2
5
,9

7
8

特
別

高
額

医
療

費
共

同
事

業
交

付
金

1
6
0
,8

1
4

1
6
0
,4

0
3

△
 4

1
1

諸
支

出
金

　
　

　
（
国

、
県

、
支

払
基

金
返

還
金

等
）

2
,8

0
7
,3

2
3

そ
の

他

3
5
,4

2
7

基
金

積
立

金
1
2
9

5
,9

7
5

5
,8

4
6

そ
の

他
の

事
業

に
対

す
る

補
助

金
等

1
0
,6

9
9

1
8
,9

7
5

8
,2

7
6

7
7
.4

8
.5

1
.1

保
険

料
等

（
保

険
給

付
費

の
約

１
割

）

保
険

料
保

険
料

、
保

険
基

盤
安

定
負

担
金

（
市

町
村

）
2
7
,3

3
2
,4

8
4

3
1
,4

7
9
,7

5
9

4
,1

4
7
,2

7
5

1
5
.2

現
役

世
代

か
ら

の
支

援

（
保

険
給

付
費

の
約

４
割

）

支
払

基
金

支
払

基
金

交
付

金
1
0
3
,9

1
2
,6

9
3

1
0
5
,0

3
7
,3

3
2

1
,1

2
4
,6

3
9

3
.5

そ
の

他

繰
入

金
準

備
基

金
繰

入
金

一
般

会
計

繰
入

金

特
別

高
額

医
療

費
共

同
事

業
拠

出
金

支
払

基
金

拠
出

金
2
1
4
,6

5
9

2
1
4
,6

5
9

-

2
5
5
,6

3
7
,0

7
1

2
6
4
,4

8
6
,1

3
1

8
,8

4
9
,0

6
0

4
,3

8
4
,0

0
6

5
.2

保
険

給
付

費

療
養

諸
費

　
１

療
養

給
付

費
　

２
訪

問
看

護
療

養
費

　
３

特
別

療
養

費
　

４
移

送
費

　
５

審
査

支
払

手
数

料

高
額

療
養

諸
費

　
１

高
額

療
養

費
　

２
高

額
介

護
合

算
療

養
費

そ
の

他
医

療
給

付
費

　
１

葬
祭

費
　

２
傷

病
手

当
金

1
5
8
,5

8
4

1
9
4
,0

1
1

0

3
.3

1
0
8
,8

3
8

1
5
0
,0

9
5

5
.2

保
健

事
業

費

１
健

康
診

査
費

２
そ

の
他

健
康

保
持

増
進

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
人

間
ド

ッ
ク

他
）

３
歯

科
健

康
診

査
費

1
,2

7
3
,8

8
1

1
,3

8
2
,7

1
9

△
 5

,7
0
1

△
 6

.0
財

政
安

定
化

基
金

拠
出

金
0

0

7
1
,9

5
7

2
,2

7
6
,6

0
5

2
1
,1

1
1
,1

8
2

2
1
,8

1
7
,1

7
1

市
町

村
療

養
給

付
費

負
担

金

県
療

養
給

付
費

負
担

金
高

額
医

療
費

負
担

金
2
1
,6

5
0
,7

7
1

2
2
,5

4
6
,9

1
1

 ２
　

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
の

状
況

 （
１

）
令

和
６

年
度

後
期

高
齢

者
医

療
特

別
会

計
　

決
算

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

分
R

5
R

6
差

引
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

R
5

R
6

差
引

8
9
6
,1

4
0

4
.1

7
0
5
,9

8
9

3
.3

繰
越

金
2
,8

7
4
,9

8
4

3
,0

2
5
,0

7
9

9
4
,9

0
4

8
9
,2

0
3

国

保
健

事
業

に
対

す
る

補
助

金
等

（
制

度
事

業
費

補
助

金
）

合
　

　
計

9
9
.2

9
%

9
9
.2

4
%

△
 0

.0
5
%

公
費

負
担

（
保

険
給

付
費

の
約

５
割

)

国
療

養
給

付
費

負
担

金
高

額
医

療
費

負
担

金
調

整
交

付
金

ほ
か

8
4
,9

0
8
,2

3
3

8
9
,2

9
2
,2

3
9

2
,2

0
4
,6

4
8

2



（
２

）
被

保
険

者
数

の
推

移 R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

2
9
2
,9

4
4
人

2
9
6
,1

2
4
人

3
0
6
,6

6
9
人

3
1
6
,7

2
0
人

3
2
6
,6

0
6
人

3
3
4
,8

8
3
人

3
4
1
,2

4
6
人

3
4
6
,0

3
8
人

3
4
9
,1

4
7
人

0
.9

%
1
.1

%
3
.6

%
3
.3

%
3
.1

%
2
.5

%
1
.9

%
1
.4

%
0
.9

%

（
３

）
一

人
当

た
り

医
療

費
の

推
移

（
全

国
平

均
・
群

馬
県

）

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

群
馬

県

一
人

当
た

り
医

療
費

8
6
5
,2

9
4
円

8
6
9
,3

0
8
円

8
6
2
,6

6
7
円

8
6
8
,7

9
9
円

8
3
6
,2

6
6
円

8
5
8
,6

9
3
円

8
7
4
,0

7
0
円

8
7
5
,1

9
1
円

8
7
7
,3

8
0
円

増
加

率
▲

1
.6

%
0
.5

%
▲

0
.8

%
0
.7

%
▲

3
.7

%
2
.7

%
1
.8

%
0
.1

%
0
.3

%
【
全

国
順

位
】

3
0
位

3
1
位

3
2
位

3
2
位

3
１

位
3
3
位

3
3
位

3
4
位

━
全

国
平

均

一
人

当
た

り
医

療
費

9
3
4
,5

4
7
円

9
4
4
,5

6
1
円

9
4
3
,0

8
2
円

9
5
4
,3

6
9
円

9
1
7
,1

2
4
円

9
4
0
,5

1
2
円

9
5
1
,7

6
7
円

9
6
8
,1

0
2
円

━
増

加
率

▲
1
.5

%
1
.1

%
▲

0
.2

%
1
.2

%
▲

3
.9

%
2
.6

%
1
.2

%
1
.7

%
━

←
　

　
団

塊
の

世
代

の
加

入
　

　
→

　
 診

療
報

酬
改

定
（
H

2
8
、

H
3
0
、

R
2
、

R
4
の

偶
数

年
度

の
マ

イ
ナ

ス
改

定
）
の

影
響

に
よ

り
隔

年
で

増
減

を
繰

り
返

し
な

が
ら

8
5
～

8
7
万

円
前

後
で

推
移

し
て

い
ま

す
が

、
広

域
連

合
発

足
当

初
の

年
間

平
均

被
保

険
者

数

H
2
0
年

度
（
＝

7
7
9
,4

9
5
円

）
と

比
較

す
る

と
約

1
2
.6

％
増

加
し

て
い

ま
す

。
　

ま
た

、
全

国
順

位
は

3
0
位

台
前

半
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

（
厚

生
労

働
省

の
年

報
よ

り
）

　
 令

和
７

年
度

を
も

っ
て

、
団

塊
の

世
代

の
後

期
高

齢
者

へ
の

移
行

が
完

了
し

、
今

後
、

令
和

2
2
年

頃
に

は
高

齢
者

人
口

が
ピ

ー
ク

を
迎

え
る

と
い

わ
れ

て
い

ま
す

。
そ

れ
ま

で
は

被
保

険
者

数
の

増
加

が
続

き
、

同
様

に
保

険
給

付
費

の
増

加
が

見
込

ま
れ

ま
す

。

増
加

率

8
0
0
,0

0
0
円

8
5
0
,0

0
0
円

9
0
0
,0

0
0
円

9
5
0
,0

0
0
円

1
,0

0
0
,0

0
0
円

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

1
人

当
た

り
医

療
費

（
全

国
平

均
・
群

馬
県

）

全
国
平
均

群
馬
県

0
.9

%
1
.1

%

3
.6

%
3
.3

%
3
.1

%

2
.5

%
1
.9

%

1
.4

%
0
.9

%

0
.0

%

1
.0

%

2
.0

%

3
.0

%

4
.0

%

2
8
0
,0

0
0
人

3
0
0
,0

0
0
人

3
2
0
,0

0
0
人

3
4
0
,0

0
0
人

3
6
0
,0

0
0
人

3
8
0
,0

0
0
人

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

年
間

平
均

被
保

険
者

数
及

び
増

加
率

※
R

7
～

1
0
は

、
群

馬
広

域
独

自
推

計
値

3



（
４

）
保

険
料

率
の

推
移

（
全

国
平

均
・
群

馬
県

）

第
２

期
(H

2
2
・
H

2
3
)

第
３

期
(H

2
4
・
H

2
5
)

第
４

期
(H

2
6
・
H

2
7
)

第
５

期
(H

2
8
・
H

2
9
)

第
６

期
(H

3
0
・
R

1
)

第
７

期
(R

2
・
R

3
)

第
８

期
(R

4
・
R

5
)

第
９

期
(R

6
・
R

7
)

第
1
0
期

(R
8
・
R

9
)

群
馬

県
据

え
置

き
引

き
上

げ
引

き
上

げ
引

き
上

げ
引

き
上

げ
引

き
上

げ
(見

込
)

均
等

割
額

3
9
,6

0
0
円

4
2
,7

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
5
,7

0
0
円

4
9
,1

0
0
円

所
得

割
率

7
.3

6
%

8
.4

8
%

8
.6

0
%

8
.6

0
%

8
.6

0
%

8
.6

0
%

8
.8

9
%

1
0
.0

7
%

全
国

平
均

均
等

割
額

4
1
,7

0
0
円

4
3
,5

5
0
円

4
4
,9

8
0
円

4
5
,2

8
9
円

4
5
,1

1
6
円

4
6
,9

8
7
円

4
7
,7

7
7
円

5
0
,3

8
9
円

所
得

割
率

7
.6

5
%

8
.5

5
%

8
.8

8
%

9
.0

9
%

8
.8

1
%

9
.1

2
%

9
.3

4
%

1
0
.2

1
%

（
５

）
後

期
高

齢
者

負
担

率
の

推
移

H
2
2
・
H

2
3

H
2
4
・
H

2
5

H
2
6
・
H

2
7

H
2
8
・
H

2
9

H
3
0
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
・
R

7
R

8
・
R

9
（
見

込
）

1
0
.2

6
%

1
0
.5

1
%

1
0
.7

3
%

1
0
.9

9
%

1
1
.1

8
%

1
1
.4

1
%

1
1
.7

2
%

1
2
.6

7
%

1
3
.2

7
%

0
.2

6
0
.2

5
0
.2

2
0
.2

6
0
.1

9
0
.2

3
0
.3

1
0
.9

5
0
.6

0

据
え

置
き

　
※

現
在

の
第

９
期

の
保

険
料

率
は

、
全

国
平

均
（
均

等
割

額
：
5
0
,3

8
9
円

、
所

得
割

率
：
1
0
.2

1
％

）
を

下
回

っ
て

い
ま

す
。

増
加

ポ
イ

ン
ト

　
保

険
料

率
は

２
年

に
１

度
、

見
直

す
こ

と
に

な
っ

て
お

り
、

こ
れ

ま
で

、
第

３
期

、
第

４
期

に
引

き
上

げ
た

後
は

据
え

置
い

て
き

ま
し

た
が

、
第

８
期

以
降

は
引

き
上

げ
を

行
っ

て
い

ま
す

。

　
第

1
0
期

の
保

険
料

率
に

つ
い

て
は

現
在

、
積

算
中

で
す

が
、

引
き

上
げ

と
な

る
見

込
み

で
す

。

後
期

高
齢

者
負

担
率

　
後

期
高

齢
者

負
担

率
は

、
高

齢
者

が
保

険
料

で
負

担
す

べ
き

割
合

と
し

て
国

が
定

め
る

も
の

で
、

現
行

の
後

期
高

齢
者

負
担

率
の

設
定

方
法

は
、

現
役

世
代

人
口

の
減

少
に

よ
る

現
役

世
代

1
人

当
た

り
の

負
担

の
増

加
分

の
1
/
2
の

割
合

で
引

き
上

げ
る

方
法

と
な

っ
て

お
り

、
現

役
世

代
の

負
担

が
年

々
大

き
く
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
の

た
め

、
R

6
・
7
年

度
の

保
険

料
か

ら
、

後
期

高
齢

者

１
人

当
た

り
の

保
険

料
と

現
役

世
代

1
人

当
た

り
の

支
援

金
の

伸
び

率
が

同
じ

に
な

る
よ

う
設

定
の

見
直

し
が

行
わ

れ
ま

し
た

。

積
算

中

積
算

中

10
.0

0%

11
.0

0%

12
.0

0%

13
.0

0%

14
.0

0%

H2
2・

H2
3

H2
4・

H2
5

H2
6・

H2
7

H2
8・

H2
9

H3
0・

R1
R2
・

R3
R4
・

R5
R6
・

R7
R7
・

R8

後
期
高
齢
者
負
担
率

年
々
増
加

→

39
,0

00
円

42
,0

00
円

45
,0

00
円

48
,0

00
円

51
,0

00
円

54
,0

00
円

H2
2・

H2
3

H2
4・

H2
5

H2
6・

H2
7

H2
8・

H2
9

H3
0・

R1
R2
・

R3
R4
・

R5
R6
・

R7
R8
・

R9

均
等
割
額
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

積
算
中

全
国
平
均 群
馬
県

7.
00

%

7.
50

%

8.
00

%

8.
50

%

9.
00

%

9.
50

%

10
.0

0%

10
.5

0%

H2
2・

H2
3

H2
4・

H2
5

H2
6・

H2
7

H2
8・

H2
9

H3
0・

R1
R2
・

R3
R4
・

R5
R6
・

R7
R8
・

R9

所
得
割
率
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

積
算
中

全
国
平
均

群
馬
県

4



（
６

）
保

険
料

率
見

直
し

時
に

お
け

る
保

険
料

上
昇

抑
制

の
た

め
活

用
で

き
る

基
金

額
の

推
移

・
保

有
基

金
残

高
　

※
保

険
料

率
見

直
し

前
年

度
末

H
2
1

H
2
3

H
2
5

H
2
7

H
2
9

R
1

R
3

R
5

R
7
（
見

込
）

2
4
億

円
1
3
億

円
3
2
億

円
4
9
億

円
5
3
億

円
5
2
億

円
5
2
億

円
5
6
億

円
3
1
億

円

・
保

険
料

率
上

昇
抑

制
の

た
め

に
活

用
し

た
基

金
額

H
2
2
・
H

2
3

H
2
4
・
H

2
5

H
2
6
・
H

2
7

H
2
8
・
H

2
9

H
3
0
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
･R

7
R

8
・
R

9

2
4
億

円
2
2
億

円
2
4
億

円
2
5
億

円
3
0
億

円
5
9
億

円
5
0
億

円
5
0
億

円
積

算
中

（
７

）
医

療
給

付
費

等
準

備
基

金
残

高
の

推
移

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

6
4
.3

億
円

6
3
.5

億
円

6
7
.2

億
円

6
3
.1

億
円

7
9
.4

億
円

7
8
.1

億
円

7
7
.7

億
円

7
5
.5

億
円

8
2
.9

億
円

0
.7

億
円

-
0
.8

億
円

3
.7

億
円

-
4
.1

億
円

1
6
.3

億
円

-
1
.3

億
円

-
0
.4

億
円

-
2
.2

億
円

7
.4

億
円

　
保

険
料

率
は

２
年

ご
と

に
見

直
し

を
行

い
ま

す
が

、
そ

の
際

に
は

、
ま

ず
２

年
間

の
医

療
給

付
費

等
を

見
込

み
、

そ
れ

に
対

応
で

き
る

よ
う

に
保

険
料

率
の

算
定

を
行

い
ま

す
。

　
こ

れ
ま

で
、

被
保

険
者

の
負

担
を

抑
制

す
る

た
め

に
、

広
域

連
合

で
保

有
す

る
基

金
を

活
用

し
、

第
４

期
（
H

2
6
・
H

2
7
）
の

引
き

上
げ

以
降

は
保

険
料

率
を

据
え

置
く
こ

と
が

で
き

ま
し

た
が

、
第

８
期

（
R

４
・
R

５
）
に

お
い

て
後

期
高

齢
者

負
担

率
の

上
昇

、
一

人
当

た
り

医
療

費
、

及
び

被
保

険
者

数
の

大
幅

な
増

加
等

に
よ

り
、

４
期

ぶ
り

に
保

険
料

率
の

引
き

上
げ

を
行

い
ま

し
た

。

増
減

額

基
金

残
高

活
用

額

決
算

剰
余

金
積

立
後

現
在

高

　
　

上
記

（
6
）
の

保
険

料
上

昇
抑

制
の

た
め

に
活

用
で

き
る

基
金

額
を

担
保

す
る

準
備

基
金

の
保

有
残

高
の

推
移

は
下

記
の

と
お

り
で

す
が

、
団

塊
の

世
代

の
加

入
に

よ
る

被
保

険
者

数
の

増
加

に
加

え
、

一
人

当
た

り
医

療
費

も
上

昇
し

て
お

り
、

令
和

６
年

度
決

算
剰

余
金

の
積

立
後

と
な

る
７

月
末

の
現

在
高

は
、

前
年

度
か

ら
約

7
.4

億
円

増
加

し
て

い
る

も
の

の
、

令
和

7
年

度
当

初
予

算
に

お
い

て
は

約
5
1
億

円
の

基
金

取
り

崩
し

を
見

込
ん

で
お

り
、

今
後

、
一

層
厳

し
い

状
況

と
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

ま
す

。

5
0
億

円

6
0
億

円

7
0
億

円

8
0
億

円

9
0
億

円

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

決
算

剰
余

金
積

立
後

の
7月

末
現

在
高

単
位

（
円

）

0億
円

20
億
円

40
億
円

60
億
円

80
億
円

H
2
2
・
H

2
3

H
2
4
・
H

2
5

H
2
6
・
H

2
7

H
2
8
・
H

2
9

H
3
0
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
・
R

7
R

8
・
R

9

保
険

料
見

直
し

時
に

お
け

る
見

直
し

前
年

度
末

現
在

高
と

保
険

料
上

昇
抑

制
の

た
め

に
活

用
し

た
基

金
額

保
険

料
率
の
上
昇
抑
制
の
た
め
に
活
用
し
た
基
金
額

基
金

残
高

（
保
険
料
率
見
直
し
前
年
度
末
）

※
1
,0

0
0
万

円
以

下
四

捨
五

入

5



R
3

R
4

R
5

R
6

R
7
（
見

込
み

）

1
9
7
,8

9
0
,0

0
0
円

1
7
2
,5

8
4
,0

0
0
円

1
8
1
,9

7
4
,0

0
0
円

1
4
8
,0

4
2
,0

0
0
円

1
6
7
,7

0
3
,0

0
0
円

5
位

2
0
位

9
位

4
3
位

2
4
位

タ
イ

1
2
1
/
1
3
0

1
0
0
/
1
2
0

1
1
6
/
1
3
4

8
9
/
1
3
2

1
1
6
/
1
6
0

共
通

①
健

診
の

実
施

及
び

健
診

結
果

を
活

用
し

た
取

組
7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
9

共
通

②
歯

科
健

診
の

実
施

及
び

健
診

結
果

を
活

用
し

た
取

組
7
/
7

7
/
7

6
/
7

7
/
7

6
/
7

共
通

③
重

症
化

予
防

の
取

組
1
9
/
2
1

6
/
1
0

1
0
/
1
0

4
/
1
0

4
/
1
0

共
通

④
被

保
険

者
の

主
体

的
な

健
康

づ
く
り

7
/
7

8
/
8

4
/
8

4
/
8

1
2
/
1
7

共
通

⑤
適

正
受

診
・
適

正
服

薬
7
/
7

0
/
5

5
/
5

5
/
5

7
/
7

共
通

⑥
後

発
医

薬
品

の
使

用
割

合
・
使

用
促

進
7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

固
有

①
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
計

画
策

定
状

況
4
/
4

2
/
2

2
/
2

3
/
3

6
/
6

高
齢

者
の

特
性

を
踏

ま
え

た
保

健
事

業
の

実
施

（
ハ

イ
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
　

高
齢

者
に

対
す

る
個

別
支

援
）

9
/
1
5

9
/
1
5

4
/
1
5

7
/
2
5

高
齢

者
の

特
性

を
踏

ま
え

た
保

健
事

業
の

実
施

1
4
/
2
1

高
齢

者
の

特
性

を
踏

ま
え

た
保

健
事

業
の

実
施

（
ポ

ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
ア

プ
ロ

ー
チ

　
通

い
の

場
等

へ
の

積
極

的
な

関
与

）
8
/
8

8
/
8

6
/
8

8
/
8

専
門

職
の

配
置

等
体

制
整

備
1
0
/
1
0

固
有

④
一

体
的

実
施

、
地

域
包

括
ケ

ア
の

推
進

1
5
/
1
5

1
5
/
1
5

1
3
/
1
5

1
5
/
1
5

専
門

職
の

配
置

等
体

制
整

備
、

市
町

村
後

方
支

援
の

実
施

1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

7
/
7

9
/
9

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

の
取

組
8
/
8

固
有

⑥
第

三
者

求
償

の
取

組
6
/
6

6
/
6

6
/
6

6
/
6

6
/
6

実
施

事
業

に
対

す
る

評
価

の
有

無
　

（
H

3
0
か

ら
評

価
指

標
へ

追
加

）
2
0
/
2
0

1
5
/
2
0

2
0
/
2
0

1
5
/
2
0

2
0
/
2
0

実
施

事
業

等
の

ア
ウ

ト
カ

ム
指

標
　

（
R

5
か

ら
評

価
指

標
へ

追
加

）
7
/
1
4

１
/
1
4

2
/
1
4

（
８

）
保

険
者

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
交

付
金

の
推

移

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
交

付
金

実
績

額

全
国

順
位

　
服

薬
指

導
等

に
注

力
し

、
実

績
額

、
順

位
と

も
上

昇
し

ま
し

た
。

令
和

６
年

度
は

再
度

事
業

指
標

の
変

更
が

行
わ

れ
た

こ
と

等
に

よ
り

、
実

績
額

、
順

位
と

も
に

大
幅

に
下

落
し

ま
し

た
。

　
保

健
事

業
等

の
評

価
指

標
の

得
点

及
び

被
保

険
者

数
に

よ
り

按
分

し
て

交
付

さ
れ

る
も

の
で

す
。

　
　

保
険

者
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

交
付

金
と

は
、

広
域

連
合

に
よ

る
被

保
険

者
に

対
す

る
予

防
・
健

康
づ

く
り

の
取

組
や

医
療

費
適

正
化

の
事

業
実

施
を

支
援

す
る

た
め

、
１

０
０

億
円

を
予

算
規

模
と

し
、

　
　

令
和

４
年

度
に

事
業

指
標

の
変

更
が

行
わ

れ
た

こ
と

や
、

全
国

的
に

も
取

組
が

進
ん

で
き

た
こ

と
な

ど
か

ら
実

績
額

、
順

位
と

も
に

下
が

っ
て

し
ま

っ
た

た
め

、
令

和
５

年
度

は
重

症
化

予
防

及
び

交
付

年
度

　
証

の
登

録
、

利
用

促
進

に
係

る
指

標
が

追
加

さ
れ

て
、

実
績

額
、

順
位

と
も

上
昇

し
ま

し
た

。

　
　

令
和

7
年

度
は

全
市

町
村

で
の

一
体

的
実

施
を

目
指

す
こ

と
や

、
第

3
期

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

計
画

の
策

定
に

お
い

て
標

準
化

し
た

取
組

を
設

定
し

て
い

る
こ

と
等

の
評

価
指

標
見

直
し

や
マ

イ
ナ

保
険

獲
得

点
数

/
満

点

固
有

⑤

固
有

③

固
有

②
分

母
は

満
点

分
子

は
獲

得
点

数

「
高

齢
者

の
特

性
を

踏
ま

え
た

保
健

事
業

の
実

施
（
ハ

イ
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
）
」
、

「
実

施
事

業
等

の
ア

ウ
ト

カ
ム

指
標

」
の

獲
得

点
数

が
少

な
い

た

め
、

一
人

当
た

り
医

療
費

の
減

少
に

繋
が

る
取

り
組

み
を

強
化

し
、

交
付

金
の

増
額

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
。
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＜

①
レ

セ
プ

ト
点

検
＞

　
レ

セ
プ

ト
の

資
格

点
検

及
び

内
容

点
検

の
実

施
に

よ
り

、
過

誤
調

整
を

行
う

こ
と

で
、

下
記

の
と

お
り

の
財

政
効

果
を

生
ん

で
い

る
。

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

9
2
4
,9

4
6
千

円
8
9
1
,5

8
7
千

円
9
9
5
,6

2
3
千

円
9
1
6
,6

4
1
千

円
8
7
6
,1

2
6
千

円

（
3
4
,2

4
1
枚

）
（
4
1
,4

0
9
枚

）
（
3
8
,6

1
3
枚

）
（
4
1
,9

0
1
枚

）
（
3
6
,6

1
4
枚

）

5
6
6
,1

3
3
千

円
6
3
1
,3

3
0
千

円
7
0
8
,3

2
1
千

円
6
6
6
,8

8
5
千

円
6
1
4
,7

0
8
千

円

（
3
4
,2

4
1
枚

）
（
3
6
,3

3
1
枚

）
（
3
3
,6

3
4
枚

）
（
3
6
,9

1
0
枚

）
（
3
1
,1

9
6
枚

）

3
5
8
,8

1
3
千

円
2
6
0
,2

5
7
千

円
2
8
7
,3

0
2
千

円
2
4
9
,7

5
6
千

円
2
6
1
,4

1
8
千

円

（
5
,7

8
3
枚

）
（
5
,0

7
8
枚

）
（
4
,9

7
9
枚

）
（
4
,9

9
1
枚

）
（
5
,4

1
8
枚

）

（
９

）
医

療
費

等
の

適
正

化
の

た
め

の
取

組
状

況

（
点

検
枚

数
）

財
政

効
果

額

（
点

検
枚

数
）

過
誤

調
整

（
点

検
枚

数
）

返
納

金

35
8,

81
3千

円
26

0,
25

7千
円

28
7,

30
2千

円
24

9,
75

6千
円

26
1,

41
8千

円

56
6,

13
3千

円
63

1,
33

0千
円

70
8,

32
1千

円
66

6,
88

5千
円

61
4,

70
8千

円

34
,2

41
枚

36
,3

31
枚

33
,6

34
枚

36
,9

10
枚

31
,1

96
枚

5,
78

3枚

5,
07

8枚
4,

97
9枚

4,
99

1枚
5,

41
8枚

0枚5,
00

0枚

10
,0

00
枚

15
,0

00
枚

20
,0

00
枚

25
,0

00
枚

30
,0

00
枚

35
,0

00
枚

40
,0

00
枚

0千
円

20
0,

00
0千

円

40
0,

00
0千

円

60
0,

00
0千

円

80
0,

00
0千

円

1,
00

0,
00

0千
円

1,
20

0,
00

0千
円

R2
R3

R4
R5

R6

財
政
効
果
額
及
び
レ
セ
プ
ト
点
検
枚
数
の
推
移

財
政

効
果

額
点

検
枚

数

返
納

金

過
誤

調
整

点
検

枚
数

点
検

枚
数

35
8,

81
3千

円
26

0,
25

7千
円

28
7,

30
2千

円
24

9,
75

6千
円

26
1,

41
8千

円

56
6,

13
3千

円
63

1,
33

0千
円

70
8,

32
1千

円
66

6,
88

5千
円

61
4,

70
8千

円

34
24

1

36
33

1

33
63

4

36
91

0

31
19

6

57
83

50
78

49
79

49
91

54
18

0枚5,
00

0枚

10
,0

00
枚

15
,0

00
枚

20
,0

00
枚

25
,0

00
枚

30
,0

00
枚

35
,0

00
枚

40
,0

00
枚

0千
円

20
0,

00
0千

円

40
0,

00
0千

円

60
0,

00
0千

円

80
0,

00
0千

円

1,
00

0,
00

0千
円

1,
20

0,
00

0千
円

R2
R3

R4
R5

R6

財
政
効
果
額
及
び
レ
セ
プ
ト
点
検
枚
数
の
推
移

財
政

効
果

額
点

検
枚

数

返
納

金

過
誤

調
整

点
検

枚
数

点
検

枚
数
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 ＜
②

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
使

用
促

進
＞

　
被

保
険

者
に

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
へ

切
り

替
え

た
場

合
の

自
己

負
担

額
の

差
額

を
通

知
す

る
な

ど
、

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
が

よ
り

安
価

で
あ

る
こ

と
の

周
知

を
行

い
、

被
保

険
者

及
び

保
険

者
の

医
療

費
負

担
分

の
軽

減
を

図
っ

て
い

る
。

【
実
施
内
容
】

・
保
険
証
一
斉
更
新
時
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
広
域
連
合
H
Pな
ど
に
案
内
を
掲
載

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」
を
掲
載

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
差
額
通
知
の
送
付
（
R6
実
績
：
年
2回

、
合
計
8,
80
7通

を
送
付
）

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

9
4
,4

6
7
千

円
8
4
,0

1
4
千

円
9
9
,0

7
3
千

円
1
4
7
,5

4
5
千

円
6
0
,5

7
2
千

円

2
6
,9

2
5
通

2
9
,6

2
2
通

1
9
,9

5
2
通

1
7
,3

4
7
通

8
,8

0
7
通

8
1
.6

%
8
1
.9

%
8
3
.1

%
8
4
.6

%
9
0
.0

%

(7
9
.2

%
)

(7
9
.5

%
)

(8
1
.2

%
)

(8
2
.9

%
)

(8
9
.4

%
)

※
数

量
シ

ェ
ア

と
は

使
用

割
合

の
こ

と
で

、
厚

生
労

働
省

が
毎

年
度

2
回

（
９

月
・
３

月
時

点
）
公

表
を

し
て

い
る

。
上

記
表

は
、

３
月

時
点

の
も

の
で

あ
る

。

（
全

国
平

均
）

数
量

シ
ェ

ア

差
額

通
知

送
付

件
数

財
政

効
果

額

（
９

）
医

療
費

等
の

適
正

化
の

た
め

の
取

組
状

況

94
,4

67
千
円

84
,0

14
千
円

99
,0

73
千
円

14
7,

54
5千

円

60
,5

72
千
円

26
,9

25
通

29
,6

22
通

19
,9

52
通

17
,3

47
通

8,
80

7通

81
.6

%
81

.9
%

83
.1

%

84
.6

%

90
.0

%

79
.2

%
79

.5
%

81
.2

%

82
.9

%

89
.4

%

72
.0

%

74
.0

%

76
.0

%

78
.0

%

80
.0

%

82
.0

%

84
.0

%

86
.0

%

88
.0

%

90
.0

%

92
.0

%

0千
円

20
,0

00
千
円

40
,0

00
千
円

60
,0

00
千
円

80
,0

00
千
円

10
0,

00
0千

円

12
0,

00
0千

円

14
0,

00
0千

円

16
0,

00
0千

円

R2
R3

R4
R5

R6

差
額
通
知
送
付
件
数
と
財
政
効
果
額
の
推
移
・
数
量
シ
ェ
ア
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

財
政

効
果

額
数

量
シ

ェ
ア

差
額
通
知

送
付
件
数

数
量
シ
ェ
ア

（
群
馬
県
）

（
全
国
平
均
）

94
,4

67
千
円

84
,0

14
千
円

99
,0

73
千
円

14
7,

54
5千

円
60

,5
72
千
円

26
,9

25
 

29
,6

22
 

19
,9

52
 

17
,3

47
 

8,
80

7 

81
.6

%
81

.9
%

83
.1

%

84
.6

%

90
.0

%

79
.2

%

79
.5

%
81

.2
%

82
.9

%

89
.4

%

0.
72

0.
74

0.
76

0.
78

0.
8

0.
82

0.
84

0.
86

0.
88

0.
9

0.
92

0千
円

20
,0

00
千
円

40
,0

00
千
円

60
,0

00
千
円

80
,0

00
千
円

10
0,

00
0千

円

12
0,

00
0千

円

14
0,

00
0千

円

16
0,

00
0千

円

R2
R3

R4
R5

R6

差
額
通
知
送
付
件
数
と
財
政
効
果
額
の
推
移
・
数
量
シ
ェ
ア
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

財
政

効
果

額
数

量
シ

ェ
ア

差
額
通
知

送
付
件
数

数
量
シ
ェ
ア

（
群
馬
県
）

数
量
シ
ェ
ア

（
全
国
平
均
）

財
政

効
果
額
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（
１

）
今

後
の

動
向

①
資

格
確

認
書

の
交

付
に

つ
い

て

令
和
6
年
1
2
月
2
日
を
も
っ
て
、
被
保
険
証
の
新
規
発
行
が
終
了
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
へ

移
行
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
全
国
的
な
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
上
昇
し
て
い
る
も
の
の
、
後
期
高
齢
者
に
お
け
る
マ
イ
ナ
保

険
証
の
利
用
率
は
他
の
年
代
と
比
較
し
て
低
い
状
況
に
あ
る

　
こ
と

か
ら
、
令
和
8
年
7
月
末
を
期
限
と
し
て
、
全

被
保
険
者
に
対
し
、
従
来
の
紙
の
被
保
険
者
証
に
代
わ
る
資
格
確

認
書
を
職
権
交
付
す
る
暫
定
運
用
が
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
令

和
8
年
8
月
以
降
は
、
原
則
と
し
て
、
マ
イ
ナ

保
険
証
を
保
有
し
な
い
方
に
対
し
て
の
み
資
格
確
認
書
が
職
権
交

付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
有

　
し
て

い
る
方
に
つ
い
て
も
お
住
い
の
市
町
村
役
場

に
申
請
す
れ
ば
、
継
続
し
て
資
格
確
認
書
を
受
け
取
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
予
定
で
す
。

　
　
国

の
動
向
に
よ
り
、
令
和
8
年
8
月
以
降
も
後
期

高
齢
者
全
員
に
対
し
て
資
格
確
認
書
を
職
権
交
付
す
る
対
応
が
継

続
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、

　
被
保

険
者
全
員
に
対
し
、
早
い
段
階
で
制
度
の
概

要
に
つ
い
て
の
周
知
を
行
う
予
定
で
す
。

②
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

金
制

度
の

導
入

に
つ

い
て

（
令

和
８

年
度

新
制

度
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
は
、
全
世
代
や
企
業
か
ら
支
援
金
を
拠
出
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
よ
る
子
育
て
世

帯
に
対
す
る
給
付
の
拡
充
を
通
じ
て
、
こ
ど
も
や
子
育
て
世
帯

　
を
社

会
全
体
で
応
援
す
る
仕
組
み
で
す
。
支
援
金

は
児
童
手
当
の
拡
充
や
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
な
ど
の
事
業
に

充
て
ら
れ
ま
す
。

　
　
支

援
金
の
後
期
高
齢
者
一
人
当
た
り
の
負
担
額

は
、
令
和
8
年
度
に
お
い
て
月
額
約
2
0
0
円
（
※
）

を
予
定
し
て
お

り
、
令
和
1
0
年
度
ま
で
は
段
階
的
に
増
額
と
な
り
ま
す
。

　
　
令

和
1
1
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
制
度
は
継
続
と

な
る
予
定
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
参
考
　
R
8
：
約
2
0
0
円
、
R
9
：
約
2
5
0
円
、
R
1
0
：
約
3
5
0
円

◎
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
上
昇
と
保
険
料
、
出
産
育
児
支
援
金
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
の
関
係
イ
メ
ー
ジ

後
期
高
齢
者
支
援
金
（
約
4割

）
国 調
整

交
付
金

1/
6

県
定
率
負
担

1/
6

市
町
村

定
率
負
担

1/
6

現
役
世
代
（
国
保
・
被
用
者
保
険
等
）

か
ら
の
支
援
金

出
産

育
児

支
援
金

R6
・
R7
：
12
.6
7％

←
（
見
込
み
）
R 8
・
R9
：
13
.2
7%

→
H2
0：

10
％

３
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
今
後
の
動
向

一
部
負
担
金

【
医
療
機
関
等
の
窓

口
で
支
払
う
金
額
】

1・
2・

3割

公
費
負
担
（
約
５
割
）

保
険
料

（
約
1割

）

子
ど
も
・

子
育
て

支
援
金

国
定
率
負
担

3/
6

医
療

費

医
療
給
付
費

→
R6
か
ら

→
R8
か
ら

後
期
高
齢
者
負
担
率
の
上
昇
は
保
険
料
率
の
上
昇
要
因

9



（
２

）
目

指
す

べ
き

方
向

性 異
次
元
の
少
子
化
及
び
超
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
、
今
後
も
安
定
し
た
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
を
維
持
・
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
１
人
で
も
多
く
の

高
齢
者
が
介
護
な
ど
を
必
要
と
せ
ず
、
様
々
な
場
面
で
活
躍
で
き
る
よ
う
高

齢
者
の
健
康
寿
命
を
延
伸
さ
せ
る
こ
と
が
更
に
重
要
と
な
る
。

こ
の
ま
ま
で
は

保
険

料
率

上
昇
リ

ス
ク

は
高
ま
る

保
険

料
負

担
被

保
険

者
数

の
増

加

後
期

高
齢

者
負

担
率

の
上

昇

一
人

当
た

り
医

療
費

の
増

加

●
保

健
事

業
の

推
進

高
齢
者
の

保
健
事

業
と
介

護
予
防

等
の
一

体
的
な

実
施

事
業
の
推

進

（
高
齢
者

保
健
事

業
を
強

化
し
重

症
化
を

予
防
す

る
）

●
給

付
の

適
正

化
・

的
確
な

レ
セ
プ

ト
点
検

の
実
施

・
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク

医
薬
品

の
使
用

促
進

こ
れ
ら
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
で
､

後
期
高
齢
者
の
健
康
寿
命
を
延
ば
し
、

一
人
当
た
り
医
療
費
の
増
加
を
抑
制
す
る

こ
と
が
重
要
！

取
組

強
化

な
ど

出
産

育
児

支
援

金

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
金

10



使
っ
て
み
よ
う
！

マ
イ
ナ
保
険
証

1月１日  1月31日
令和7年４月１日時点で７５歳以上

木 土

令和8年

７５歳からの健康づくり

アプリのラジオ体操機能について

※通信料はかかります

利用料

無料

群馬県後期高齢者医療広域連合
群馬県前橋市大渡町１丁目１０番地７ 群馬県公社総合ビル６階

027-256-7113

期 間

対 象
※参加いただくには、群馬県公式アプリ「G-WALK+」のアプリを
インストールする必要があります。

毎日の健康づくりの取り組みでポイントがたまります。
たまったポイントは抽選で特典と交換することができます。

冬の健康づくりとして
　ラジオ体操をしませんか。

※表彰では該当の方のアプリ内
ニックネームをお知らせします。

期間中に多く参加した

はアプリ内で表彰します
上位の方●動画を見ながらラジオ体操を実施できます。

●1日1回　10Pを獲得できます。

11



①
保

険
料

の
算

出
方

法
の

概
要

②
費

用
の

見
込

み
額

の
内

訳
③

収
入

の
見

込
み

額
の

内
訳

④
保

険
料

総
額

の
算

出
方

法
⑤

保
険

料
率

(均
等

割
額

・
所

得
割

率
)の

算
出

⑥
保

険
料

率
の

推
移

①
保

険
料

総
額

の
算

出
方

法
②

保
険

料
率

(均
等

割
額

と
所

得
割

率
)の

算
出

保
険

料
率

の
改

定
に

つ
い

て

１
．

医
療

分
（

従
来

の
保

険
料

）

２
．

子
ど

も
分

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

金
分

）

３
．

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

12



★

＝
＋

－ ÷

＝ ＝

１
．

医
療

分

保
険

料
収

納
必

要
額

賦
課

総
額

保
険

料
収

納
必

要
額

賦
課

総
額

費
用

の
見

込
み

額
収

入
の

見
込

み
額

予
定

保
険

料
収

納
率

均
等

割
総

額
所

得
割

総
額

①
保

険
料

の
算

出
方

法
の

概
要

13



合
計

億
円

（
小

数
点

以
下

の
処

理
に

よ
り

合
計

額
と

内
訳

に
差

異
が

あ
り

ま
す

。
）

Ａ
5,

94
4

億
円

Ｂ
8

億
円

Ｃ
41

億
円

6,
04

1

Ｄ
15

億
円

Ｅ
32

億
円

※
群

馬
県

に
お

け
る

令
和

８
年

度
お

よ
び

令
和

９
年

度
の

２
年

間
の

推
計

値

給
付

費
等

総
額

保
健

事
業

に
要

す
る

費
用

審
査

支
払

手
数

料

そ
の

他
（

葬
祭

費
等

）

Ａ
給

付
費

等
総

額
98

.4
%

Ｂ
0.

1%

Ｃ
0.

7%
Ｄ

0.
2%

Ｅ
0.

5%
そ

の
他

1.
6%

出
産

育
児

支
援

金

表
中

の
数

値
は

、
四

捨
五

入
し

て
い

る
た

め
そ

の
他

と
内

訳
は

一
致

し
ま

せ
ん

。

②
費

用
の

見
込

み
額

の
内

訳
１

．
医

療
分

14



a1 a2 　

5,
28

0
億
円

2,
95

0

2,
33

0
億
円

Ｂ

合
計

2,
33

0
億
円

2,
43

0
億
円

Ａ
億
円

　
52

0
億
円

※
群

馬
県

に
お

け
る

令
和

８
年

度
お

よ
び

令
和

９
年

度
の

２
年

間
の

推
計

値

　

国
・

県
・

市
町

村
負

担
金

お
よ

び
補

助
金

調
整

交
付

金
等

後
期

高
齢

者
交

付
金

（
国

保
、

健
保

組
合

等
）

国
等

か
ら

の
補

助

現
役

世
代

か
ら

の
支

援

１
．

医
療

分 ③
収

入
の

見
込

み
額

の
内

訳

15



（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

　

（
）

（
）

（
）

【
料

率
の

改
定

が
必

要
な

理
由

】

－

億
円

99
.5

7
％

76
1

億
円

76
4

30
億

円

÷
＝

－
＝

6,
04

1
億

円
5,

28
0

億
円

76
1

億
円

－

70
0

億
円

76
4

億
円

保
険

料
収

納
必

要
額

保
険

料
収

納
必

要
額

現
行

の
保

険
料

率
で

見
込

ま
れ

る
保

険
料

額
(均

等
割

49
,1

00
円

／
所

得
割

率
10

.0
7％

)

保
険

料
不

足
額

34
億

円

１
．

医
療

分 ④
保

険
料

総
額

の
算

出
方

法

賦
課

総
額

（
２

箇
年

度
分

）

費
用

の
見

込
み

額
収

入
の

見
込

み
額

剰
余

金
繰

入
額

予
定

保
険

料
収

納
率

賦
課

総
額

（
２

箇
年

度
分

）

16



（
）

（
）

（
）

※
小

数
点

以
下

の
処

理
に

よ
り

計
算

結
果

に
差

異
が

あ
り

ま
す

。

÷
18

8.
252

％ 億
円

＝
 人

構
成

比

億
円

76
4

億
円

億
円

－

54
,4

03

－

36
2

億
円

※
現

行
よ

り
－

0.
38

％

構
成

比
48

％
％

9.
69

17
3.

8
億

円
÷

1,
79

1
億

円
＝

30
÷

 2
10

※
現

行
よ

り
＋

5,
30

3円
34

6,
20

2
円

被
保

険
者

見
込

均
等

割
額

所
得

割
率

１
．

医
療

分 ⑤
保

険
料

率
(均

等
割

額
・

所
得

割
率

)の
算

出

賦
課

総
額

（
２

箇
年

度
分

）
財

政
安

定
化

基
金

所
得

額
総

額
見

込

剰
余

金

賦
課

総
額

(単
年

度
)

17



   
※

全
国

平
均

は
、

厚
生

労
働

省
公

表
「

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
の

令
和

６
・

７
年

度
の

保
険

料
率

に
つ

い
て

」
よ

り

R6
・

7
全

国
平

均
50

,3
90

円
10

.2
1％

R2
・

3
43

,6
00

円
8.

60
％

R4
・

5
45

,7
00

円
8.

89
％

R6
・

7
49

,1
00

円
10

.0
7％

H
30

・
31

43
,6

00
円

8.
60

％

H
26

・
27

43
,6

00
円

8.
60

％
H

28
・

29
43

,6
00

円
8.

60
％

H
22

・
23

39
,6

00
円

7.
36

％
H

24
・

25
42

,7
00

円
8.

48
％

年
度

均
等

割
額

所
得

割
率

H
20

・
21

39
,6

00
円

7.
36

％

39
,6

00
円

39
,6

00
円

42
,7

00
円

43
,6

00
円

43
,6

00
円

43
,6

00
円

43
,6

00
円

45
,7

00
円

49
,1

00
円

7.
36

％
7.

36
％

8.
48

％
8.

60
％

8.
60

％
8.

60
％

8.
60

％

8.
89

％

10
.0

7％

7.
0％

7.
50

％

8.
0％

8.
50

％

9.
0％

9.
50

％

10
.0
％

10
.5

0％

円

10
,0

00
円

20
,0

00
円

30
,0

00
円

40
,0

00
円

50
,0

00
円

60
,0

00
円

H2
0・

21
H2

2・
23

H2
4・

25
H2

6・
27

H2
8・

29
H3

0・
31

R2
・

3
R4

・
5

R6
・

7

保
険
料
率
の
推
移

均
等
割
額

所
得
割
率

１
．

医
療

分 ⑥
保

険
料

率
の

推
移

18



令
和

６
年

４
月

１
日

付
 厚

生
労

働
省

 「
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

の
令

和
６

・
７

年
度

の
保

険
料

率
に

つ
い

て
」

19



（
）

（
）

÷

8.
45

億
円

99
.5

7
％

保
険

料
収

納
必

要
額

（
令

和
８

年
度

分
）

賦
課

総
額

（
令

和
８

年
度

分
）

8.
49

億
円

２
．

子
ど

も
分

①
保

険
料

総
額

の
算

出
方

法

予
定

保
険

料
収

納
率

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
金

制
度

…
少

子
化

対
策

に
受

益
を

有
す

る
全

世
代

が
、

子
育

て
世

代
を

支
え

る
新

し
い

連
帯

の
仕

組
み

と
し

て
令

和
８

年
度

よ
り

創
設

。

全
国

の
後

期
高

齢
者

全
体

で
「

１
,１

０
０

億
円

」
程

度
を

負
担

す
る

こ
と

を
想

定
➡

各
広

域
連

合
の

被
保

険
者

数
や

、
所

得
係

数
に

応
じ

て
按

分

20



※
小

数
点

以
下

の
処

理
に

よ
り

計
算

結
果

に
差

異
が

あ
り

ま
す

。

8.
49

億
円

構
成

比
48

％
0.

23
％

4.
1

億
円

÷
1,

79
4

億
円

＝

構
成

比
52

％
1,

27
8

円
4.

4
億

円
÷

34
4,

18
7

 人
＝

２
．

子
ど

も
分

被
保

険
者

見
込

均
等

割
額

所
得

割
率

②
保

険
料

率
(均

等
割

額
・

所
得

割
率

)の
算

出

所
得

額
総

額
見

込

賦
課

総
額

(令
和

８
年

度
)

21



9.
69

%
0.

23
%

所
得

割
率

医
 療

 分
子

ど
も

分
54

,4
03

円
1,

27
8円

均
等

割
額

３
．

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

・
令

和
７

年
12

月
22

日
医

療
懇

談
会

(本
日

)

・
令

和
８

年
１

月
中

旬
第

２
回

保
険

料
率

試
算

結
果

厚
労

省
報

告
〆

切

・
令

和
８

年
１

月
下

旬
条

例
改

正
知

事
協

議

・
令

和
８

年
２

月
中

旬
広

域
連

合
議

会
「

条
例

改
正

」

・
令

和
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後期高齢者医療懇談会設置要綱 

（設置） 

第１条 後期高齢者医療制度の運営に関し、幅広く意見を聴取するため、後期

高齢者医療懇談会（以下「懇談会」という｡）を置く。 

（委員） 

第２条 懇談会は、委員 12 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。 

(1) 学識経験者

(2) 被保険者を代表する者

(3) 医療関係者（保険医、保険歯科医及び保険薬剤師）

(4) 医療保険者を代表する者

(5) その他広域連合長が必要と認める者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長） 

第３条 懇談会に座長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 座長は、懇談会の会務を総理する。 

（招集） 

第４条 懇談会は、事務局長が招集する。 

（意見の聴取等） 

第５条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、広域連合事務局総務課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、

座長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年７月 20 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年 9 月 28 日から施行する。 
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会議運営の取り扱いについて 

１ 事務局は、懇談会の議事概要を、懇談会の開催の都度作

成し、配布資料と併せて、広域連合ホームページ上で公開

する。 

２ 議事概要は要点筆記とし、発言者名を記載しない。 

３ 代理出席は、認めない。 
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